
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

２．資本構成

【大株主の状況】

補足説明

３．企業属性

コーポレートガバナンス
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最終更新日：2015年7月3日
日本梱包運輸倉庫株式会社

代表取締役社長執行役員 黒岩正勝

問合せ先：総務部株式課

証券コード：9072

http://www.nikkon.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当社は、物流に関する一貫体制を整えた総合物流事業者として、経営の健全性、尊法性、迅速性を常に意識し、上場企業として株
主、投資家の皆様をはじめ、取引先等の利害関係者から信頼される関係を築き、長期的に成長を継続し、企業価値を向上させていくこ
とが重要と考え、企業活動を律する枠組み（コーポレート・ガバナンス）の環境整備とそれを有効に機能させるため、組織体制の整備・
強化を行い、企業活動の透明性の確保に努めております。

内部統制の仕組みは、事業の健全性を守るための施策として、「行動指針」を制定し、コンプライアンス体制及びリスク管理体制を整
備しております。

こうした事業活動を行うことによって、お客様・株主様・その他の皆様に対し、企業責任を果たし、社会の発展に寄与していきたいと考
えております。

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6,385,700 9.45

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ） ＲＥ ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＶＥＳＴ
ＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＶＡＬＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ

6,170,900 9.13

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ Ｕ．Ｓ． ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩＯＮ ＦＵＮ
ＤＳ

3,528,500 5.22

本田技研工業株式会社 2,449,208 3.62

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＳＵＢ Ａ／Ｃ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ 2,124,300 3.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,816,400 2.69

いすゞ自動車株式会社 1,692,985 2.51

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＴＨＥ ＫＩＬＴＥＡＲＮ ＧＬＯＢＡＬ ＥＱＵＩＴＹ ＦＵＮ
Ｄ

1,537,900 2.28

日野自動車株式会社 1,494,178 2.21

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ １５ＰＣＴ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ 1,489,400 2.20

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

―――

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満
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４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

―――

―――
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鈴木隆 他の会社の出身者

小林克典 弁護士

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鈴木隆 ○

取引関係の無い他の会社出身者
・五十鈴株式会社

代表取締役兼社長（最高経営責任
者）
・株式会社メタルワン・サービスセンタ
ー・ホールディングス

代表取締役社長

鈴木隆氏が在籍しております五十鈴株式
会社及び株式会社メタルワン・サービスセ
ンター・ホールディングスと当社の間に取引
関係は無く、一般株主と利益相反の生じる
恐れは無いと判断します。

また、同氏は、当社の取締役に就かれ
て、経営者としての豊富な経験と幅広い見
識を活かし、経営全般に助言をいただくとと
もに、当社の論理に捉われず、独立性をも
って客観的な視点で経営を監視していただ
くことにより、取締役会の透明性の向上と
監督機能の強化に繋がるとものと当社は判
断し、社外取締役として選任しております。

小林克典 ○ 弁護士
最高裁判所司法修習委員会幹事
独立行政法人日本学生支援機構契約

小林克典氏は、弁護士としての経験・識見
が豊富であり、当社の論理に捉われず、法
令を含む企業社会全体を踏まえた客観的
視点で、独立性をもって経営の監視を遂行
するに適任であります。そのことにより、取
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【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会社との関係(1)

会社との関係(2)

監視委員会委員 締役会の透明性の向上及び監督機能の強
化に繋がるものと判断し、社外取締役とし
て選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役と会計監査人は、協議と合意に基づいた年度監査計画の策定を行い、定期的な会合を持つことにより、情報交換に努めており
ます。なお、当社の内部監査報告書等の提出を求めているほか、監査計画等についても双方連携し合同調査・監査を行うなど、有効
かつ効率的な監査を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

桐竹洋一 他の会社の出身者 △

海野克也 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

桐竹洋一 ○
取引先出身者（本田技研工業株式会
社出
身）

桐竹洋一氏が過去在籍しておりました本
田技研工業株式会社株式会社は、当社の
取引先ではありますが、同社の当社に対す
る持株比率は3.4％であり、また、同社への
売上額高は当社グループの売上高の
14.7％であることから取引依存度は突出し
ておらず、同社の意向により当社に影響を
及ぼすことは無く、一般株主と利益相反の
生じる恐れは無いと判断します。

また、同氏は、当社の監査役に就かれ
て、取引先（製造業）出身者として、人事・
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【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

労務・事業管理全般の他、海外現地法人
の事業及び管理業務全般に関しての豊富
な経験を活かして、代表取締役を中心とし
た取締役陣から独立した立場での監督機
能として、株主等から期待されている役割
を十分に果たすことができると当社は判断
し、社外監査役として選任しております。

海野克也 ○
取引先銀行出身者（株式会社三菱東
京Ｕ
ＦＪ銀行出身）

海野克也氏が過去在籍しておりました株
式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、当社の取引
先銀行でありますが、同行の当社に対する
持株比率は1.7％であります。また同行から
の借入れは72億50百万円で、当社の借入
れの46.2％でありますが、当社の総資産に
占める借入金の割合は9.1％であります。
更には、当社の連結自己資本比率は
64.0％であることから、同行の意向
により当社に影響を及ぼすことは無く、一般
株主と利益相の生じる恐れは無いと判断し
ます。

また、同氏は、当社の監査役に就かれ
て、銀行における豊富な経験や専門的な金
融知識を活かして、代表取締役を中心とし
た取締役陣から独立した立場での監督機
能として、株主等から期待されている役割
を十分に果たすことができると当社は判断
し、社外監査役として選任しております。

独立役員の人数 4 名

―――

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

役員の退職慰労金制度を廃止し、取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
平成23年6月29日に開催された第70回定時株主総会の決議により、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約

権を発行いたします。各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権に関する報酬等の上限は年額
79百万円としております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、取締役及び執行役員を付与対象者として選定しています。

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役と監査役に区別し、それぞれ支払総額と報酬限度額（月額）を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

役員報酬については、株主総会において月額報酬の上限を決議いただいております。役員賞与については、支給総額を定時株主総
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【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

会において決議いただいております。
そのほかに取締役に対してストックオプションとして、新株予約権を割り当てること及びその年額の上限を株主総会において決議いた

だいております。

監査役が法令に定める権限を行使し、効率的な監査が出来るよう、監査役を補助する使用人を置いております。
非常勤・社外監査役に対する情報伝達は、月2回開催する監査役会（ミーティング）によって行っております。なお、取締役会の開催に

際しての事前説明は原則常務会（経営戦略会議）にて行っております。

当社は、取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。また、執行役員制度の導入や内部監査部門の設置によりコーポレー
ト・ガバナンスを構築しております。

取締役会は、取締役は9名で構成（うち社外取締役2名）し、任期を1年とし、重要事項の決済を目的とした定例取締役会を毎月1回、
重要決定事項の意思決定の迅速化を目的として常務会（経営戦略会議）を毎月1回、報告及び情報交換等を目的とした執行役員会を
月2回開催し、監督機能強化、審議・報告事項の充実、機動的な意思決定ができる体制としております。

また、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を
高めるとともに、コーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しております。

監査役会は、監査役3名で構成（うち社外監査役2名）し、監査役会及び監査役ミーティングを開催し、その独立性や機能強化を図り、
「監査役会規則」「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に沿った監査体制としております。また、監査役
会については、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び各部門長等からの個別ヒアリング、また国内及び海外事業所の業
務監査・報告等を通して、取締役の職務執行について十分監視できる体制としております。

内部監査については、専従者7名（内1名は経理部経験者）で構成される業務監査室が担当し、社内全部門における組織運営及び業
務の状態が会社の方針、基準、手続き等に基づき、適正かつ効率的に運営されているか否かを調査・評価しております。その調査方
法としては、実地調査を原則とし、必要に応じて関係部門からの意見も聴取しております。また、指摘事項の改善がなされたかの確認
についてのフォローも行っており適正な内部監査に努めております。

会計監査人につきましては、有限責任あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監
査を受け、同契約に基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成
については以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員：小野友之、内田好久
会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名、その他 12名

当社は、社外からのチェックという観点から、社外取締役2名及び社外監査役2名を含む監査役3名から構成される監査役会による監
査を実施しており、社内とは独立した機関として十分に機能する体制を整えております。従って、現在、経営監視機能の客観性及び中
立性が確保されていると考えており、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できていると考えております。
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
平成27年６月開催に開催した株主総会に係る招集通知については、法定期日より11日
早く発送いたしました。

その他 当社ホームページに招集通知及び決議通知を掲載しております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページにＩＲポリシーを掲載しております。また、ＩＲポリシーに
基づき、当社の情報開示について情報開示規程を制定しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
平成22年より証券会社主催の個人投資家向けの会社説明会を随時行
っております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

平成24年5月より機関投資家向けの説明会を始めました。 なし

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに決算短信、事業報告書等の決算情報、適時開示情
報、株価等を随時開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部株式課にて担当しております。

その他 機関投資家に直接訪問し、決算に関する説明を行っております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

日梱グループの「基本方針」及び「日梱グループ行動指針」を策定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
「日梱グループ行動指針」を策定し、ＣＳＲ及び環境への取組みを全社的に推進しており
ます。環境への取組みとして天然ガス車の導入、モーダルシフトやエコドライブ等の推進
を行っており、グリーン経営の認証を取得しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

全てのステークホルダーに適時に公平かつ正確に開示することを「ＩＲポリシー」において
規定しております。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

日梱グループのリス日本梱包運輸倉庫株式会社（以下「当社」という。）は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及びその子会社（以下
「日梱グループ」という。）における業務の適正を確保するため、以下のとおり、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、そのシステム
の構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めるものとします。

１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（会社法第３６２条第４項第６号前段）

（１） 取締役は、取締役会が定める「日梱グループ基本理念」及び「日梱グループ行動指針」に従い、法令及び定款を順守するとともに、倫理観を
もって事業活動を行う企業風土を醸成するため、取締役自らによる率先垂範と従業員への周知徹底に取り組む。
（２） 当社は、コンプライアンスと社会的責任を果たすことを経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンスに関する諸施策については、これを法
務部に一元的に主管させ、コンプライアンス体制及び内部統制の整備や推進活動を行い、コンプライアンスの徹底を図る。
（３） 当社のコンプライアンス体制は、取締役会、コンプライアンス推進委員会、法務部及び各部門の責任者を中心に運営する。
（４） コンプライアンス推進委員会は、コンプライアンスに関する社内規程に沿って、日梱グループ全体におけるコンプライアンスに関する重要な問
題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育を行う。また、必要に応じて取締役会に報告、助言を行う。
（５） 法務部は、コンプライアンス推進委員会の事務局を務めるとともに、コンプライアンス体制に関する企画、推進を担当する。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第１００条第１項第１号）
（１） 取締役会等の議事録、稟議書その他の取締役の職務執行に係る情報は、社内規程（文書・情報の保管・管理に関する諸規程）を制定し、そ
れに従い適切に保存・管理を行う。
（２） 上記社内規程には、保存・管理の対象とすべき情報の明確化、保存期間と管理方法、情報セキュリティポリシーの制定、情報の保存・管理の
ための組織の制定と必要な権限の付与、情報の漏えい、滅失又は紛失時の対応方法の制定を含む。

３ 損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制（同２号、同５号ロ）
（１） 当社は、日梱グループ全体のリスク管理を体系的に実施するために「リスク管理規程」を定める。
（２） 当社は、その運用にあたって、リスク管理委員会を設置の上、リスク管理責任者を任命し、職務分掌の制定を行い、必要な権限を付与する。
（３） リスク管理委員会は、日梱グループ全体で予見されるリスクの識別・分析・評価、企業戦略と整合性を持ち経営環境の変化への対応力を備
えたリスク管理、その具体的な計画の策定、リスク管理体制の有効性の検証、リスク管理に関する取締役会への報告事項の明確化等を行う。
ク管理責任者は、当社の「リスク管理規定」に則り、リスクの管理状況を当社リスク管理委員会に報告する。
（５）リスク管理委員会は、定期的に日梱グループのリスク管理に関する事項を取締役会に報告

する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（同３号）
（１） 当社は、取締役会を月１回定時に開催するほか、適宜臨時に開催する取締役会で決定を行う。
（２） 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項、その他の経営に関する重要事項を決定し、経営計画及び各部門の業務計画等の進捗状況
及び実施状況等を、定期的に監督する。
（３） 日梱グループは、取締役の職務分担、各部門の職務分掌を明確にし、権限の付与により、取締役の職務執行の効率性を確保する。

５ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（同４号、同５号ニ）
（１） 日梱グループは、健全な事業活動を通して、お客様、株主様、地域の皆様に対し、企業責任を果たし、社会の発展に寄与する。この目的を達
するため、日梱グループは、平成１９年１０月に制定した「日梱グループ行動指針」を、全従業員が一丸となって実践する。
（２） 当社は、コンプライアンス等に関する情報の通報のため、「コンプライアンス ホットライン（社内外からの通報制度）」を設置する。コンプライア
ンス推進委員会は、同ホットラインで通報された案件を審議し、適正な対応を行う。
（３） 内部監査部門は、コンプライアンス体制の整備、有効性の検証を行う。

６ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（同５号）
（１） 当社は、子会社を管理する専任部署を設置し、責任者を任命の上、「関係会社規程」に基づき、子会社の業務等を管理する体制とする。
（２） 子会社の取締役等は、子会社の事業及び業務の状況を定期的に当社の取締役及び監査役に報告する
（３） 子会社は、当社の内部監査部門及び監査役の監査の対象とする。
（４） 当社は、親会社である当社において、子会社が不当な行為を行わないように監視する体制、また、親会社が、不当な行為を子会社に指示し
たときに、子会社がそれに従わなくてもよい体制を整備する。
（５） 当社は、財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持向上に資するために必要な内部統制の体制を整備し、運用する。

７ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施行規則第１００条第
３項第１号）
（１） 監査役が法令に定める権限を行使し、効率的な監査が出来るよう、監査役を補助する使用人を置く。

８ 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項（同２号）
（１） 補助使用人は、監査役の職務を補助する範囲内において、監査役の指揮命令に従う。
（２） 当社は、補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分に関し、監査役の事前の同意を得る。

９ 監査役の前項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（同３号）
（１）取締役等は、補助使用人に対し、監査役の必要な指揮命令を不当に制限しない。

１０ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制（同４号）
（１） 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を聴取・把握するため、取締役会のほか、常務会その他の重要な会議又は委員会・
報告会等に出席することができ、必要に応じて説明を求め、また、関係資料を閲覧することができる。
（２） 監査役に定期的に報告すべき事項（グループ会社を含む。）

1 経営・事業の遂行状況、財務状況
2 内部監査部門が実施した内部監査の結果（内部統制システムの状況を含む。）
3 リスク及びリスク管理の状況
4 コンプライアンスの状況（事故・不正・苦情・トラブル）等

（３） 監査役に臨時的に報告すべき事項（グループ会社を含む。）
1 会社に著しい損害・被害・信用の低下、業績へ影響を及ぼす恐れのある事実
2 取締役の職務執行に関して不正の行為、法令、定款に違反する重大な事実
3 内部通報制度に基づき通報された事実
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

4 当局検査、外部監査の結果
5 当局から受けた行政処分等
6 重要な会計方針の変更、会計基準等の制定（改廃）
7 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書の内容等
8 社内規則、規程、基準等に違反する重大な事実
9 その他、監査役（会）が必要に応じて報告を求める事項

１１ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
（１）監査役への報告を行った日梱グループの取締役等及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行わない。（同５号）

１２ 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に
係る方針に関する事項（同６号）
（１）当社は監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は債務の請求があった場合は速やかに支払う。

１３ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（同７号）
（１） 代表取締役は、監査役と定期的に会合をもち、当社の経営方針を説明するとともに、会社が対処するべき課題、会社を取巻くリスクのほか、
監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査役との相互認識と信頼関係を深めるよう努める。
（２） 取締役は、監査役が会社の業務及び財産の状況の調査その他監査業務を遂行するにあたり、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な
監査が実施できるよう、内部監査部門の体制と環境を整備する。
（３） 取締役は、監査役が会計監査人と定期的な会合をもつほか、会計監査人の往査に立会うなど、会計監査人と緊密な連係を保ち、効率的な
監査が実施できるよう、体制と環境を整備する。
（４） 取締役は、監査役が監査を実施するにあたり必要な場合には、外部専門家（弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）を活用すること
ができるよう、体制と環境を整備する。

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
日梱グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動に障害となる暴力団等の反社会的勢力との関係を遮断するため

の体制を整備し、反社会的勢力とは、組織全体として対応し、毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて一切の関係をもたない。
（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

日梱グループは、反社会的勢力排除に向け、各総務部を対応部署とし、平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と緊密な関
係を構築し、情報交換、各種研修への参加等により連携強化を図る。
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Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

買収防衛策の導入の有無 なし

―――

―――
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